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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一部が液透過性材料からなるトップシートと、
　前記トップシートの一方の面側に積層された液不透過性材料からなるバックシートと、
　前記トップシートと前記バックシートとの間に配置され、第一の吸収層と前記第一の吸
収層よりも前記バックシート側に配置される第二の吸収層からなる積層構造を構成する複
数の吸収体と、
　前記第一の吸収層と前記第二の吸収層との間に配置される中間液透過性シートと、を備
え、
　前記第一の吸収層は、幅方向に相互に離間して配列される複数の第一の吸収体を有し、
前記第二の吸収層は、幅方向に相互に離間して配列される複数の第二の吸収体を有すると
ともに、複数の前記第二の吸収体のそれぞれは、複数の前記第一の吸収体のうち隣り合う
ものの両方に重なるように配置されており、
　前記複数の吸収体は、前記中間液透過性シートによって仕切られた空間内に配置される
ことにより、前記中間液透過性シートによって前記複数の吸収体のそれぞれが仕切られて
いる吸収性物品。
【請求項２】
　前記第二の吸収層と前記バックシートとの間に、下側液透過性シートを更に備え、
　前記中間液透過性シートが、隣り合う前記第二の吸収体の間において、前記下側液透過
性シートまたは前記バックシートに接合されることによって、前記第二の吸収体は、それ
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ぞれ、相互に仕切られている請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記第一の吸収層と前記トップシートとの間に、上側液透過性シートを更に備え、
　前記中間液透過性シートが、隣り合う前記第一の吸収体の間において、前記上側液透過
性シートまたは前記トップシートに接合されることによって、前記第一の吸収体は、それ
ぞれ、相互に仕切られている請求項１または２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記中間液透過性シートは、前記第二の吸収層の両側縁部の外側において、前記下側液
透過性シートまたは前記バックシートに接合される請求項２または３に記載の吸収性物品
。
【請求項５】
　前記中間液透過性シートが、隣り合う前記第一の吸収体の間において、前記トップシー
トに接合されるとともに、隣り合う前記第二の吸収体の間において、前記バックシートに
接合されることによって、前記複数の吸収体は、それぞれ、相互に仕切られている請求項
１に記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記中間液透過性シートが、前記第二の吸収層の両側縁部の外側において、前記バック
シートに接合される請求項５に記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、吸収性物品に関し、更に詳しくは、トップシートとバックシートの間の吸収
体のよれを防止することが可能であり、高吸水性ポリマーが移動することを抑制すること
ができ、更に、尿などの排泄物の漏れを抑制することができる吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、吸収性物品は、尿などの排泄液を吸収する使い捨ておむつ（尿パッドも含む）や
、経血を吸収する生理用ナプキン、おりものを吸収するおりものシートなどで利用されて
いる。
【０００３】
　これらの中で、例えば、使い捨ておむつとしては、テープ型使い捨ておむつ、パンツ型
使い捨ておむつなどが知られている。具体的には、テープ型使い捨ておむつとしては、前
身頃、股下部及び後身頃の各部から構成され、吸収体と、この吸収体の表面を被覆するよ
うに配置された、少なくとも一部が液透過性材料からなるトップシートと、吸収体の裏面
を被覆するように配置された、液不透過性材料からなるバックシートと、後身頃の左右の
側縁に少なくとも１つずつ配置された、後身頃と前身頃とを固定する止着テープと、前身
頃に形成された、止着テープを固定する止着領域と、を備えたものを挙げることができる
。
【０００４】
　このようなテープ型使い捨ておむつによれば、着用者の排泄物は、トップシートの液透
過性の部分を透過して吸収体に吸収されるとともに、液不透過性の材料で構成されるバッ
クシートによって外部への漏洩が防止されるため、排泄物をおむつ内部に保持することが
できる。
【０００５】
　そして、上記吸収体は、一つに限らず、２つの吸収体から構成される２層構造のものな
どが報告されている（特許文献１～３参照）。そして、２層構造の吸収体を用いる場合、
特許文献１に記載されたおむつのように、２層構造の吸収体の間に中間液透過性シートを
備えるものが知られている。このような中間液透過性シートを有するおむつは、一方の吸
収体で吸収しきれなかった排泄物を、中間液透過性シートによって拡散させた後、他方の
吸収体で吸収することができるため、排泄物の吸収速度が優れるものである。



(3) JP 5281977 B2 2013.9.4

10

20

30

40

50

【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第３６１６０７７号公報
【特許文献２】特許第４０９２３１９号公報
【特許文献３】特許第３９５９３３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１～３に記載されたテープ型使い捨ておむつは、着用中に、ト
ップシートとバックシートの間の吸収体がよれたり、高吸水性ポリマー（Ｓｕｐｅｒ　Ａ
ｂｓｏｒｂｅｎｔ　Ｐｏｌｙｍｅｒ；以下、「ＳＡＰ」と記す場合がある）が移動してし
まう場合があった。このような場合、着用感が悪く、長時間着用することは着用者にとっ
て負担が大きいという問題があった。
【０００８】
　本発明は、このような従来技術の有する問題点に鑑みてなされたものであり、吸収体の
よれを防止することが可能であり、ＳＡＰが移動して偏った位置に配置されることを抑制
することができ、更に、排泄物の漏れを抑制することができる吸収性物品を提供するもの
である。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明によれば、以下に示す吸収性物品が提供される。
【００１０】
［１］少なくとも一部が液透過性材料からなるトップシートと、前記トップシートの一方
の面側に積層された液不透過性材料からなるバックシートと、前記トップシートと前記バ
ックシートとの間に配置され、第一の吸収層と前記第一の吸収層よりも前記バックシート
側に配置される第二の吸収層からなる積層構造を構成する複数の吸収体と、前記第一の吸
収層と前記第二の吸収層との間に配置される中間液透過性シートと、を備え、前記第一の
吸収層は、幅方向に相互に離間して配列される複数の第一の吸収体を有し、前記第二の吸
収層は、幅方向に相互に離間して配列される複数の第二の吸収体を有するとともに、複数
の前記第二の吸収体のそれぞれは、複数の前記第一の吸収体のうち隣り合うものの両方に
重なるように配置されており、前記複数の吸収体は、前記中間液透過性シートによって仕
切られた空間内に配置されることにより、前記中間液透過性シートによって前記複数の吸
収体のそれぞれが仕切られている吸収性物品。
【００１１】
［２］前記第二の吸収層と前記バックシートとの間に、下側液透過性シートを更に備え、
前記中間液透過性シートが、隣り合う前記第二の吸収体の間において、前記下側液透過性
シートまたは前記バックシートに接合されることによって、前記第二の吸収体は、それぞ
れ、相互に仕切られている前記［１］に記載の吸収性物品。
【００１２】
［３］前記第一の吸収層と前記トップシートとの間に、上側液透過性シートを更に備え、
前記中間液透過性シートが、隣り合う前記第一の吸収体の間において、前記上側液透過性
シートまたは前記トップシートに接合されることによって、前記第一の吸収体は、それぞ
れ、相互に仕切られている前記［１］または［２］に記載の吸収性物品。
【００１３】
［４］前記中間液透過性シートは、前記第二の吸収層の両側縁部の外側において、前記下
側液透過性シートまたは前記バックシートに接合される前記［２］または［３］に記載の
吸収性物品。
【００１４】
［５］前記中間液透過性シートが、隣り合う前記第一の吸収体の間において、前記トップ
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シートに接合されるとともに、隣り合う前記第二の吸収体の間において、前記バックシー
トに接合されることによって、前記複数の吸収体は、それぞれ、相互に仕切られている前
記［１］に記載の吸収性物品。
【００１５】
［６］前記中間液透過性シートが、前記第二の吸収層の両側縁部の外側において、前記バ
ックシートに接合される前記［５］に記載の吸収性物品。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の吸収性物品は、吸収体のよれを防止することが可能であり、ＳＡＰが移動する
ことを抑制することができ、更に、排泄物の漏れを抑制することができるという効果を奏
するものである。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の吸収性物品の一実施形態を示す一部切り欠き断面図であり、本発明の吸
収性物品を展開し、トップシート側から見た状態を示す図である。
【図２】図１の吸収性物品のＡ－Ａ’断面を示す拡大断面図である。
【図３】図１の吸収性物品のＡ－Ａ’断面における各構成要素の積層関係を示す拡大断面
図である。
【図４】本発明の吸収性物品の別の実施形態を示す、図２に対応する拡大断面図である。
【図５】本発明の吸収性物品の一実施形態の製造工程に使用可能なフォームドラムを示す
斜視図である。
【図６】本発明の吸収性物品の一実施形態の製造工程に使用可能なフォームドラムを示す
斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明を実施するための形態について説明するが、本発明は以下の実施の形態に
限定されるものではない。即ち、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、当業者の通常の知識
に基づいて、以下の実施の形態に対し適宜変更、改良等が加えられたものも本発明の範囲
に属することが理解されるべきである。
【００１９】
　本発明の吸収性物品は、尿などの排泄液を吸収する使い捨ておむつ（尿パッドも含む）
や、経血を吸収する生理用ナプキン、おりものを吸収するおりものシートなどに適用する
ことができる。以下、テープ型使い捨ておむつについて説明する。
【００２０】
［１］吸収性物品：
　図１は、本発明の吸収性物品の一実施形態であるテープ型使い捨ておむつ１００を示し
ており、図２は、図１のテープ型使い捨ておむつ１００（吸収性物品）のＡ－Ａ’断面を
示す拡大断面図である。また、図３は、図１のテープ型使い捨ておむつ１００のＡ－Ａ’
断面における各構成要素の積層関係を示す拡大断面図である。なお、図３に示すように、
各構成要素の間には、ホットメルトからなる接着層４７が形成されている。
【００２１】
　図２に示すテープ型使い捨ておむつ１００は、少なくとも一部が液透過性材料からなる
トップシート１８と、このトップシート１８の一方の面側に積層された液不透過性材料か
らなるバックシート２０と、トップシート１８とバックシート２０との間に配置され、第
一の吸収層３１とこの第一の吸収層３１よりもバックシート２０側に配置される第二の吸
収層３３からなる積層構造を構成する複数の吸収体３０と、第一の吸収層３１と第二の吸
収層３３との間に配置される中間液透過性シート３２ａと、を備え、第一の吸収層３１は
、幅方向（図１～３に示すＸの方向）に相互に離間して配列される３つの第一の吸収体３
１ａを有し、第二の吸収層３３は、幅方向に相互に離間して配列される２つの第二の吸収
体３３ａを有するとともに、２つの第二の吸収体３３ａのそれぞれは、３つの第一の吸収
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体３１ａ，３１ａ，３１ａのうち隣り合うものの両方に重なるように配置されており、こ
れら複数の吸収体３０は、それぞれ、中間液透過性シート３２ａによって仕切られた空間
内に配置されているものである。
【００２２】
　このような吸収性物品は、複数の吸収体が、それぞれ、中間液透過性シートによって仕
切られた空間内に配置されているため、トップシートとバックシートの間に位置する複数
の吸収体のよれを防止することが可能であり、高吸水性ポリマー（ＳＡＰ）が移動するこ
とを抑制することができる。更に、複数の吸収体が、上述した所定の積層構造を構成して
いるため、一の層における吸収体が離間している部分において排泄物が吸収されないとい
う不具合が生じ難く、排泄物の漏れを抑制することができる。
【００２３】
［１－１］トップシート：
　トップシートは、少なくとも一部が液透過性材料からなるものであり、おむつの装着時
において着用者の肌側に位置するシートである。
【００２４】
　トップシートは、その裏面側に配置された吸収体に、着用者の尿などの排泄物（以下、
単に「尿」と記す場合がある）を吸収させるために、その少なくとも一部（全部ないし一
部）が液透過性材料により構成される。通常、少なくとも吸収体の表面近傍には、着用者
の尿や体液などの排泄物を透過させることができる液透過性の材料によって構成される。
なお、少なくとも一部が液透過性材料により構成されている限り、必ずしもトップシート
全体が液透過性材料で構成されている必要はない。
【００２５】
　トップシートを構成する液透過性材料としては、例えば、織布、不織布、多孔性フィル
ム等を挙げることができる。これらの中でも、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエス
テル、ナイロン（登録商標）等の熱可塑性樹脂からなる不織布に親水化処理を施したもの
を用いることが好ましい。不織布の種類についても特に制限はなく、エアースルー（カー
ド熱風）、カードエンボス、スパンボンド等の各種製法によって製造された従来公知の不
織布を好適に用いることができる。
【００２６】
　トップシートは単一のシート材によって構成されていてもよいが、複数のシート材によ
って構成されていてもよい。例えば、吸収体を覆う部分と、上記以外の部分（具体的には
サイドフラップの部分）と、に配置されるシートを異ならせた構成を有するトップシート
も多く利用される。例えば、図１に示すテープ型使い捨ておむつ１００は、その短手方向
（幅方向）の中央部には液透過性材料からなるセンターシート１８ａを配置し、おむつの
サイドフラップ８部分には液の透過に対して抵抗性を示す通気撥水性材料からなるサイド
シート１８ｂを配置して構成したトップシート１８を示す例である。
【００２７】
［１－２］バックシート：
　バックシートは、トップシートの一方の面側に積層された液不透過性材料からなるもの
であり、おむつの装着時において着用者の着衣側に位置するシートである。
【００２８】
　バックシートは、着用者の排泄物がおむつ外部に漏洩してしまうことを防止するため、
上述したように液不透過性材料によって構成される。そして、バックシートの配置方法に
ついては、特に制限はなく、例えば、トップシートと一致するように、バックシートを配
置する構成を採用することができる。なお、吸収体で吸収された尿の漏れを防止するとい
う観点から、少なくとも吸収体の存在する部分に液不透過性材料のバックシートを配置す
ることが好ましい。図１に示すテープ型使い捨ておむつ１００は、その外形と一致するよ
うに、バックシート２０を配置した構成を採用した例である。
【００２９】
　バックシートを構成する液不透過性材料としては、例えば、ポリエチレン等の樹脂から
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なる液不透過性フィルム等を挙げることができる。これらの中でも、微多孔性ポリエチレ
ンフィルムを用いることが好ましい。この微多孔性ポリエチレンフィルムは、０．１～数
μｍの微細な孔が多数形成されており、液不透過性ではあるが透湿性を有するため、吸収
性物品内部の蒸れを防止することができるという利点がある。
【００３０】
　なお、バックシートには、その外表面側にシート材（カバーシート）を貼り合わせても
よい。このカバーシートは、バックシートを補強し、手触り（触感）を良好なものとする
ために用いることができる。
【００３１】
　カバーシートを構成する材料としては、例えば、織布、不織布等を挙げることができる
。これらの中でも、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル等の熱可塑性樹脂から
なる乾式不織布、湿式不織布を用いることが好ましい。
【００３２】
［１－３］吸収体：
　複数の吸収体は、トップシートとバックシートとの間に配置され、第一の吸収層とこの
第一の吸収層よりもバックシート側に配置される第二の吸収層からなる積層構造を構成す
るものである。そして、このような吸収体は、着用者の尿を吸収し、保持するための部材
である。例えば、図３は、第一の吸収層３１とこの第一の吸収層３１よりもバックシート
２０側に配置される第二の吸収層３３からなる積層構造を構成する複数の吸収体３０（図
２参照）を備えるテープ型使い捨ておむつ１００を示す例である。このような構成の複数
の吸収体は、各吸収体の幅方向の長さが短いため、使用時に生じるよれを防止することが
可能である。また、吸収体の幅方向の長さが短いため、仮に高吸水性ポリマー（ＳＡＰ）
が移動した場合であっても移動距離が短くなる。従って、高吸水性ポリマーの移動が抑制
されるという利点がある。
【００３３】
　吸収体の形状については、特に制限はなく、帯状、楕円状、波状などを挙げることがで
きる。また、複数の吸収体全体が構成する形状は、従来の使い捨ておむつなどの吸収性物
品で使用されている形状、具体的には、矩形状、砂時計型、ひょうたん型、Ｔ字型等を挙
げることができる。図１に示すテープ型使い捨ておむつ１００は、帯状の吸収体３０を複
数用い、複数の吸収体３０全体として砂時計型をなしている例を示している。
【００３４】
　吸収体を構成する材料としては、例えば、フラッフパルプ、高吸水性ポリマー（ＳＡＰ
）、親水性シート等を挙げることができる。フラッフパルプとしては、木材パルプや非木
材パルプを綿状に解繊したものを用いることが好ましく、ＳＡＰとしては、ポリアクリル
酸ナトリウムを用いることが好ましい。そして、親水性シートとしては、ティシュ、吸収
紙、親水化処理を行った不織布を用いることが好ましい。
【００３５】
　吸収体を構成する材料は、上記材料を適宜選択して使用することができるが、第二の吸
収体を構成する材料は、ＳＡＰを含有していることが好ましい。ＳＡＰは、吸水性に富む
が吸水に時間を必要とする。そのため、トップシート側に配置するよりもバックシート側
に配置することが好ましい。例えば、図３に示すテープ型使い捨ておむつ１００は、第二
の吸収体３３ａを、フラッフパルプ４５と高吸水性ポリマー４６によって構成し、第一の
吸収体３１ａを、高吸水性ポリマーを用いることなく、フラッフパルプ４５によって構成
した例を示している。
【００３６】
　フラッフパルプとＳＡＰを材料として用いる場合、ＳＡＰの含有量は、フラッフパルプ
１００質量部に対して、１０～５００質量部程度であることが好ましい。なお、ＳＡＰは
、フラッフパルプの各マット中に均一に混合されていてもよいし、複層のフラッフパルプ
の層間に層状に配置されていてもよい。
【００３７】
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［１－３－１］第一の吸収層：
　第一の吸収層は、幅方向に相互に離間して配列される複数の第一の吸収体を有するもの
である。このような構成によると、各吸収体の幅方向の長さが短いため、使用時に生じる
よれを防止することが可能である。また、吸収体の幅方向の長さが短いため、仮に高吸水
性ポリマー（ＳＡＰ）が移動した場合であっても移動距離が短くなる。更に、吸収性物品
が、その長手方向に沿って折り曲げられた場合、隣り合う第一の吸収体の間の領域で容易
に折り曲げられるため、吸収体に過剰な力が掛かり、破損してしまうことを防止すること
ができるという利点がある。
【００３８】
　離間した第一の吸収体の間隔、即ち、隣り合う第一の吸収体の間隔は、特に制限はない
が、例えば、５～５０ｍｍであることが好ましく、１０～３０ｍｍであることが更に好ま
しい。上記間隔が５ｍｍ未満であると、中間液透過性シートとバックシート（または下側
液透過性シート）を接合させる際に、接合領域が小さすぎるため、接着剤などを十分に塗
布することが困難になり、十分に接合させることができなくなるおそれがある。一方、５
０ｍｍ超であると、排泄物の吸収可能量が確保できず漏れの原因となるおそれがある。
【００３９】
　第一の吸収体の数は、複数である限り特に制限はないが、例えば、２～５個であること
が好ましく、３～４個であることが更に好ましい。上記第一の吸収体の数が２個未満であ
ると、吸収体のよれが生じる。一方、５個超であると、各吸収体の幅が狭くなるため、そ
の製造に際し、パルプマットがフォーミングドラムから下側液透過性シートに転写される
際に良好に転写されないことがあり、トラブルが発生するおそれがある。
【００４０】
［１－３－２］第二の吸収層：
　第二の吸収層は、幅方向に相互に離間して配列される複数の第二の吸収体を有するもの
である。このような構成によると、各吸収体の幅方向の長さが短いため、使用時に生じる
よれを防止することが可能である。また、吸収体の幅方向の長さが短いため、仮に高吸水
性ポリマー（ＳＡＰ）が移動した場合であっても移動距離が短くなる。また、吸収性物品
が、その長手方向に沿って折り曲げられた場合、隣り合う第二の吸収体の間の領域で容易
に折り曲げられるため、吸収体に過剰な力が掛かり、破損してしまうことを防止すること
ができるという利点がある。
【００４１】
　そして、複数の第二の吸収体のそれぞれは、複数の第一の吸収体のうち隣り合うものの
両方に重なるように配置されるものである。第一の吸収体に対して、上記のように第二の
吸収体を配置すると、隣り合う第一の吸収体の間の領域に排泄物が流れ込んだ場合であっ
ても、隣り合う第一の吸収体の間には、上記第二の吸収体が配置されているため、第二の
吸収体が更に排泄物を吸収する。そのため、一層構造の場合（第一の吸収層のみの場合）
に比べて、排泄物の漏れを抑制することができる。図２に示すテープ型使い捨ておむつ１
００は、２つの第二の吸収体３３ａのそれぞれを、３つの第一の吸収体３１ａのうち隣り
合うものの両方に、テープ型使い捨ておむつ１００の厚さ方向において重なるように配置
している例を示している。
【００４２】
　隣り合う第二の吸収体の間隔は、上述した第一の吸収体と同様の間隔を採用することが
できる。また、第二の吸収体の形状は、上述した第一の吸収体と同様の形状を採用するこ
とができる。
【００４３】
　第二の吸収体の数は、複数枚である限り特に制限はないが、隣り合う第一の吸収体の間
の領域の数と同数であることが好ましい。即ち、一枚の第二の吸収体が、上記隣り合う第
一の吸収体の間の領域の一つを覆うように配置されることが好ましい。
【００４４】
［１－３－３］中間液透過性シート：
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　中間液透過性シートは、第一の吸収層と第二の吸収層との間に配置されるものであり、
複数の吸収体は、それぞれ、この中間液透過性シートによって仕切られた空間内に配置さ
れている。そして、中間液透過性シートを上記のように配置すると、第一の吸収層で吸収
しきれなかった尿などの排泄物を拡散させることができ、拡散された排泄物を第二の吸収
体によって吸収することができるため、第二の吸収体を有効に利用することができるとと
もに、排泄物の吸収速度が良好になるという利点がある。また、中間液透過性シートによ
って、複数の吸収体のそれぞれを仕切ると、仕切られていない場合に比べて、吸収体の移
動が規制されるため、吸収体のよれを防止することができ、ＳＡＰの移動を抑制すること
ができる。
【００４５】
　中間液透過性シートを構成する材料としては、液透過性のシートである限り特に制限は
なく、例えば、織布、不織布、多孔性プラスチック、フラッフパルプ等を挙げることがで
きる。これらの構成素材としては、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエステル、レー
ヨン、パルプ、または、これらの複合繊維等を挙げることができる。パルプとしては、カ
ーリーセルロースファイバー等のけん縮繊維を好適に用いることができる。
【００４６】
　中間液透過性シートは、複数の第二の吸収体の全部を被覆するような一枚のシートから
構成されていてもよいし、複数の第二の吸収体のそれぞれを被覆するような複数枚のシー
トから構成されていてもよい。
【００４７】
　複数の第二の吸収体の全部を被覆するような一枚のシートであると、吸収性物品の製造
が容易になり、尿などの排泄物の拡散性が向上するという利点がある。図４は、図２に対
応する拡大断面図であり、２つの第二の吸収体３３ａを被覆するような一枚のシートから
構成された中間液透過性シート３２ｂを備える使い捨ておむつ１０１を示す例である。ま
た、複数の第二の吸収体のそれぞれを被覆するような複数枚のシートであると、上記一枚
のシートの場合に比べて、シートの使用量を減らすことができるため、製造コストを低減
させることができる。図３は、２つの第二の吸収体３３ａのそれぞれを被覆するような２
枚のシートから構成された中間液透過性シート３２ａを備えるテープ型使い捨ておむつ１
００を示す例である。
【００４８】
　中間液透過性シートは、隣り合う第一の吸収体の間において、トップシートに接合され
るとともに、隣り合う第二の吸収体の間において、バックシートに接合されることが好ま
しい。そして、このような構成によれば、容易に、複数の吸収体のそれぞれを仕切る空間
を形成することができる。
【００４９】
　更に、中間液透過性シートは、第二の吸収層の両側縁部の外側において、バックシート
に接合されることが好ましい。このように接合することによって、吸収体を構成するパル
プやＳＡＰが移動した場合に、これらが、第二の吸収層の両側縁部から漏れ出てしまうこ
とを防止することができる。
【００５０】
　また、中間液透過性シートは、第一の吸収層の両側縁部の外側において、トップシート
に接合されていてもよい。このように接合することによって、吸収体を構成するパルプや
ＳＡＰが移動した場合に、これらが、第一の吸収層の両側縁部から漏れ出てしまうことを
防止することができる。
【００５１】
　中間液透過性シートをトップシート及びバックシートに固定する方法は、従来公知の方
法を採用することができる。例えば、ホットメルト接着剤、その他の流動性の高い接着剤
、ヒートシールなどの熱や超音波等による溶着による方法を挙げることができる。このと
き、中間液透過性シートを、トップシート側からバックシート側に向かって加圧して、中
間液透過性シートをバックシートに固定することが好ましい。このように加圧して固定す
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ると、図２に示すテープ型使い捨ておむつ１００のように、トップシート１８の表面に第
一の溝３８が形成される。この第一の溝が形成されると、尿などの排泄物が排泄されたと
きに、この排泄物が、第一の溝に沿って拡散するため、排泄物の吸収速度が向上するとい
う利点がある。
【００５２】
［１－３－４］下側液透過性シート：
　本発明の吸収性物品は、第二の吸収層とバックシートとの間に、下側液透過性シートを
更に備えることが好ましい。この下側液透過性シートを更に備えることによって、複数の
吸収体に吸収されなかった尿などの排泄物を素早く拡散させることができるため、吸収速
度が向上するという利点がある。
【００５３】
　下側液透過性シートを構成する材料としては、既に上述した中間液透過性シートを構成
する材料と同様の材料ものを用いることができる。
【００５４】
　なお、下側液透過性シートは、上述した中間液透過性シートと同様に、複数の第二の吸
収体の全部を被覆するような一枚のシートから構成されていてもよいし、複数の第二の吸
収体のそれぞれを被覆するような複数枚のシートから構成されていてもよい。
【００５５】
　下側液透過性シートを使用する場合、上述した中間液透過性シートは、隣り合う第二の
吸収体の間において、下側液透過性シートまたはバックシートに接合されることが好まし
い。このような構成によれば、容易に、第二の吸収体のそれぞれを仕切る空間を形成する
ことができる。
【００５６】
　図２に示すテープ型使い捨ておむつ１００は、第二の吸収層３３とバックシート２０と
の間に、下側液透過性シート３４を更に備えており、中間液透過性シート３２ａが、隣り
合う第二の吸収体３３ａ，３３ａの間の第一離間領域１５において、下側液透過性シート
３４に接合され、中間液透過性シート３２ａによって第二の吸収体３３ａ，３３ａのそれ
ぞれが仕切られている例を示している。
【００５７】
　更に、中間液透過性シートは、第二の吸収層の両側縁部の外側において、下側液透過性
シートまたはバックシートに接合されることが好ましい。このように接合することによっ
て、ＳＡＰが移動した場合に、第二の吸収層の両側縁部から漏れ出てしまうことを防止す
ることができる。例えば、図２に示すテープ型使い捨ておむつ１００は、中間液透過性シ
ート３２ａが、第二の吸収層３３（図３参照）の両側縁部の外側の領域４９において、下
側液透過性シート３４に接合されている例を示している。
【００５８】
　中側液透過性シートを、下側液透過性シートまたはバックシートに接合させる方法とし
ては、従来公知の方法を挙げることができ、上述した中間液透過性シートをバックシート
に接合させる方法と同様の方法を採用することができる。
【００５９】
　なお、下側液透過性シートとバックシートとは、互いに接合されていてもよいし、接合
されていなくてもよい。
【００６０】
［１－３－５］上側液透過性シート：
　本発明の吸収性物品は、第一の吸収層とトップシートとの間に、上側液透過性シートを
更に備えることが好ましい。この上側液透過性シートを更に備えることによって、トップ
シートを透過した尿や体液等の排泄物が拡散されるため、吸収速度が向上するという利点
がある。また、着用者の姿勢等に起因して、トップシートの裏面側の空間が十分に形成さ
れないような場合であっても、排泄物が拡散されるため、着用者の姿勢などに起因して排
泄物の吸収速度が低下することを抑制することができる。そのため、吸収速度の低下に起
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因する排泄物の漏れを防止することができる。
【００６１】
　上側液透過性シートを構成する材料としては、既に上述した中間液透過性シートを構成
する材料と同様の材料ものを用いることができる。
【００６２】
　なお、上側液透過性シートは、複数の第一の吸収体の全部を被覆するような一枚のシー
トから構成されていてもよいし、複数の第一の吸収体のそれぞれを被覆するような複数枚
のシートから構成されていてもよい。
【００６３】
　上側液透過性シートを備える場合、中間液透過性シートが、隣り合う第一の吸収体の間
において、上側液透過性シートまたはトップシートに接合されることが好ましい。このよ
うな構成によれば、容易に、第一の吸収体のそれぞれを仕切る空間を形成することができ
る。
【００６４】
　図２に示すテープ型使い捨ておむつ１００は、第一の吸収層３１とトップシート１８と
の間に、上側液透過性シート３５を更に備えており、中間液透過性シート３２ａが、隣り
合う第一の吸収体３１ａ，３１ａの間の第二離間領域１６において、上側液透過性シート
３５に接合され、中間液透過性シート３２ａによって第一の吸収体３１ａ，３１ａのそれ
ぞれが仕切られている例を示している。
【００６５】
　ここで、中間液透過性シートは、第一の吸収層の両側縁部の外側において、上側液透過
性シートに接合されていてもよい。このように接合することによって、吸収体を構成する
パルプやＳＡＰが移動した場合に、これらが、第一の吸収層の両側縁部から漏れ出てしま
うことを防止することができる。
【００６６】
　中側液透過性シートを、上側液透過性シートまたはトップシートに接合させる方法とし
ては、従来公知の方法を挙げることができ、例えば、上述した中間液透過性シートをバッ
クシートに接合させる方法と同様の方法を採用することができる。このとき、トップシー
トを、トップシート側からバックシート側に向かって加圧して、上側液透過性シートをト
ップシートに接合させることが好ましい。このように加圧して固定すると、図２に示すテ
ープ型使い捨ておむつ１００のように、トップシート１８の表面に第二の溝３９が形成さ
れる。この第二の溝が形成されると、尿などの排泄物が排泄されたときに、この排泄物が
、第二の溝に沿って拡散するため、排泄物の吸収速度が向上するという利点がある。
【００６７】
　なお、上側液透過性シートとトップシートとは、互いに接合されていてもよいし、接合
されていなくてもよい。
【００６８】
［１－４］止着テープ：
　本発明の吸収性物品のうち、テープ型使い捨ておむつとしては、後身頃と前身頃とを固
定するためのテープ状のファスナーである止着テープを更に備えることができる。テープ
型使い捨ておむつは、止着テープを、前身頃に形成された止着領域に止め付けることによ
って、おむつ全体をパンツ型とすることができ、着用者に対しておむつを装着させること
が可能となる。通常、この止着テープは、おむつの後身頃の左右の各側縁に少なくとも１
つずつ配置されるとともに、各側縁から延出するように配置される。
【００６９】
　なお、「前身頃」は、着用者におむつを装着した際に、着用者の腹側（身体前方）を覆
う部分であり、「股下部」は、着用者におむつを装着した際に、着用者の股下を覆う部分
であり、「後身頃」は、着用者におむつを装着した際に、着用者の背側（身体後方）を覆
う部分である。なお、図１に示すテープ型使い捨ておむつ１００において、股下部は符号
４で示している。



(11) JP 5281977 B2 2013.9.4

10

20

30

40

50

【００７０】
　図１に示すテープ型使い捨ておむつ１００は、後身頃６の左右の側縁６ａ、６ｂに２つ
ずつ配置された止着テープ５０を備えており、この止着テープ５０は、布製の基材４８の
先端近傍に、メカニカルファスナーのフック４４ａからなるファスナー部４４が形成され
ている。一方、前身頃２には、メカニカルファスナーのループ４４ｂからなる止着領域１
２が形成されており、止着テープ５０のフック４４ａを固定することが可能なように構成
されている。このような止着テープ５０及び止着領域１２によって、テープ型使い捨てお
むつ１００の後身頃６を前身頃２に固定することができ、テープ型使い捨ておむつ１００
を着用者に装着させることが可能となる。
【００７１】
［１－５］立体ギャザー：
　本発明の吸収性物品を、使い捨ておむつとして用いる場合、着用者の排泄した尿の横漏
れを防止するため、立体ギャザーを備えていてもよい。立体ギャザーは、着用者の排泄し
た尿の横漏れを防止するための部材であり、立体的に起立可能なように構成された防漏壁
である。このような立体ギャザーを形成することにより、立体ギャザーが防波堤となり、
おむつの脚周り開口部等からの漏れ（いわゆる「横漏れ」）を有効に防止することができ
る。
【００７２】
　立体ギャザーの構成は、従来の使い捨ておむつに使用されている構成を採用することが
できる。例えば、撥水性のシート材の一部に伸縮材（立体ギャザー伸縮材）を配置し、そ
の立体ギャザー伸縮材によってシート材にギャザー（襞）を形成したもの等を好適に用い
ることができる。
【００７３】
　なお、立体ギャザーは、トップシートやバックシートとは全く別個のシート材により形
成してもよいが、センターシートやサイドシート等のトップシートを折り返すことにより
形成してもよい。
【００７４】
　この立体ギャザーは、股下部からの漏れを防止するため、少なくとも股下部に形成され
ていればよいが、前身頃や後身頃に形成されていてもよい。例えば、図１に示すテープ型
使い捨ておむつ１００は、おむつの長手方向に沿って、股下部４から前身頃２と後身頃６
の双方にかけて連続的に、一対の立体ギャザー２６（２６ａ，２６ｂ）が形成されている
例を示している。なお、立体ギャザーは、少なくとも一対形成する必要があるが、二対以
上形成してもよい。
【００７５】
　立体ギャザーは、おむつの内側に向かって傾倒する内倒しギャザーであってもよいし、
おむつの外側に向かって傾倒する外倒しギャザーであってもよい。また、高さ方向の一部
に、曲げ部や折り返し部を形成した立体ギャザー（Ｃ折りギャザーやＺ折りギャザー等）
とすることもできる。例えば、図１に示すテープ型使い捨ておむつ１００は、図２に示す
ように、立体ギャザー２６（２６ａ，２６ｂ）を内倒しギャザーとした例である。そして
、この立体ギャザー２６（２６ａ，２６ｂ）には、各一本の立体ギャザー伸縮材３６（３
６ａ，３６ｂ）を挟み込むように配置している。
【００７６】
［１－６］各種伸縮材：
　本発明の吸収性物品を、使い捨ておむつとして用いる場合、脚周り伸縮材及びウエスト
周り伸縮材を配置することが好ましい。
【００７７】
　脚周り伸縮材は、脚周り開口部に沿って配置される伸縮材である。この脚周り伸縮材を
配置することによって、脚周り開口部に伸縮性に富むギャザー（レグギャザー）を形成す
ることができる。従って、脚周りに隙間が形成され難くなり、脚周り開口部からの尿漏れ
を効果的に防止することができる。また、脚周り伸縮材を配置すると、おむつを交換する
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際に吸収体の両側で脚周り伸縮材が収縮するため、股下部近傍が椀状に変形し、凹部が形
成される。このため、尿や体液がその凹部に溜まり、尿や体液をこぼすことなく、容易に
おむつの交換を行うことができる。
【００７８】
　例えば、図１に示すテープ型使い捨ておむつ１００は、おむつの長手方向に沿って、直
線的に二本の脚周り伸縮材４０を配置してレグギャザーを形成した例である。この脚周り
伸縮材４０は、糸ゴムによって構成されている。なお、脚周り伸縮材は、必ずしも直線的
に配置する必要はなく、例えば、おむつの脚周り開口部のカーブに沿って曲線的に配置し
てもよい。
【００７９】
　脚周り伸縮材は、例えば、図１に示すテープ型使い捨ておむつ１００のように、立体ギ
ャザー２６の起立線５１より外側の部分に、脚周り伸縮材４０が形成されていることが好
ましい。このような構成とすると、立体ギャザーの十分な防漏効果を確保しつつ、股下部
の装用感・装着感を向上させることができる。
【００８０】
　なお、図１に示すテープ型使い捨ておむつ１００は、脚周り伸縮材４０の形状、配置位
置、配置数等を左右対称とした例を示したが、左右の脚周り伸縮材４０が非対称となるよ
うに配置してもよい。そして、図１に示すテープ型使い捨ておむつ１００では、脚周り伸
縮材４０を片側につき二本配置した例を示しているが、片側につき一本だけ配置してもよ
いし、片側につき三本以上配置してもよい。また、複数の脚周り伸縮材を用いる場合、そ
の太さや伸張率等も目的に応じて適宜設定することができる。
【００８１】
　次に、ウエスト周り伸縮材は、ウエスト周り開口部に沿って配置される伸縮材である。
ウエスト周り伸縮材を配置することによって、ウエスト開口部に伸縮性に富むギャザー（
ウエストギャザー）を形成することができる。このウエストギャザーにより、ウエスト周
りに隙間が形成され難くなり、ウエスト周りからの尿漏れを防止することができる。また
、着用者へのおむつのフィット性が良好となり、おむつのずり下がりを防止することがで
きる。
【００８２】
　図１に示すテープ型使い捨ておむつ１００は、その後身頃６の端縁に沿って帯状のウエ
スト周り伸縮材４２を配置した例である。この帯状のウエスト周り伸縮材４２は、ウレタ
ンフォーム等の伸縮性フォームによって構成することができる。なお、ウエスト周り伸縮
材は、後身頃（背側）と前身頃（腹側）の両方に配置してもよい。
【００８３】
　なお、これらの伸縮材については、ギャザーの収縮の程度等を勘案した上で、構成材料
、その材料の伸長率、固定時の伸長状態等を決定することができる。
【００８４】
　上記伸縮材としては、従来の使い捨ておむつなどの吸収性物品に使用されている伸縮材
を用いることができる。具体的には、天然ゴムや合成ゴム（ウレタンゴム等）の弾性材か
らなる糸ゴム、平ゴム、伸縮性ネット、伸縮性フィルム、伸縮性フォーム（ウレタンフォ
ーム等）等を挙げることができる。
【００８５】
　また、上記伸縮材は、十分な伸縮力を作用させるため、伸長状態で固定することが好ま
しい。例えば、伸縮材が天然ゴムや合成ゴムである場合には、１２０～４００％の伸長状
態で固定することが好ましく、２００～３００％の伸長状態で固定することがより好まし
い。このような範囲の伸長状態で固定することにより、十分な伸縮力を作用させることが
可能となる。
【００８６】
　更に、上記伸縮材は、接着剤その他の手段により固定することができる。固定方法とし
ては、例えば、ホットメルト接着剤、その他の流動性の高い接着剤を用いた接着方法や、
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ヒートシールをはじめとする熱や超音波等による溶着による方法などを挙げることができ
る。
【００８７】
　本発明の吸収性物品は、上述したように、テープ型使い捨ておむつとして用いることが
できるが、パンツ型使い捨ておむつであってもよい。なお、テープ型使い捨ておむつ及び
パンツ型使い捨ておむつには、それぞれ、１ピースタイプ、及び、２ピースタイプのもの
がある。そして、本発明の吸収性物品は、いずれのタイプにも適用することができる。
【００８８】
　ここで「１ピースタイプ」とは、トップシート、バックシート、吸収体を備えているが
、吸収・保持機能を担う吸収体がトップシートとバックシートの間に介装（内蔵）され、
装着機能を担うトップシート及び／またはバックシートと一体的に構成されたタイプのお
むつを意味する。
【００８９】
　また、「２ピースタイプ」とは、着用者の排泄物を吸収し、保持する機能（吸収・保持
機能）を担う吸収性本体と、着用者の身体を被包する機能（装着機能）を担う外装部材と
から構成され、外装部材の内側に吸収性本体が配置されたタイプのおむつを意味する。
【００９０】
　上記吸収性本体は、吸収体、トップシート及びバックシートを構成要素として備えた部
材であり、トップシートとバックシートの間に吸収体を挟み込み、吸収体の周縁部を封着
することによって製造することができる。吸収性本体は、少なくともおむつの股下部をカ
バーするサイズに構成される。但し、漏れ防止の効果を確実なものとするため、股下部の
みならず前身頃や後身頃の一部をもカバーする大きさに構成することが好ましい。吸収性
本体は、例えばホットメルト接着剤等を用いて、外装部材に対して固定することができる
。
【００９１】
　外装部材は、着用者の身体を被包するための装着機能を担う部材であり、具体的には、
前身頃、股下部及び後身頃の各部を形成するシート状の部材である。なお、２ピースタイ
プのおむつは、着用者の排泄液を吸収し、保持する吸収・保持機能については、専ら吸収
性本体が果たすことになるので、外装部材を構成する材料として液不透過性材料を用いる
必要はない。外装部材を構成する材料としては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン
、ポリエステル、その他の熱可塑性樹脂からなる合成繊維によって構成された不織布等を
挙げることができる。
【００９２】
　また、本発明の吸収性物品を、尿パッド、経血を吸収する生理用ナプキン、おりものを
吸収するおりものシートとして使用する場合、上述した止着テープや立体ギャザーなどは
設けなくてもよい。
【００９３】
［２］吸収性物品の製造方法：
　本発明の吸収性物品のうち、テープ型使い捨ておむつの製造方法を以下に説明する。
【００９４】
　まず、複数の第一の吸収体を有する第一の吸収層を製造する方法について説明する。第
一の吸収層を製造するには、まず、図５に示すような第一のフォーミングドラム６０を用
意する。この第一のフォーミングドラム６０は、内部が空洞であり、外周面６０ａには第
一の吸収体の反転形状の窪み６０ｂが形成されており、この窪み６０ｂの底面には所定の
間隔で貫通孔（図示せず）が形成されている。そして、窪み６０ｂ内には第一のリング６
１を所定の間隔で配置されている。第一のリング６１は、貫通孔の形成されていない板状
のものであり、この第一のリング６１によって第一のフォーミングドラム６０の窪み６０
ｂに形成された貫通孔を塞ぐことができる。このような第一のフォーミングドラム６０の
内部は、負圧に維持されている。
【００９５】
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　次に、第一の吸収体を構成するための材料（例えば、フラッフパルプ）を、第一のフォ
ーミングドラム６０の窪み６０ｂ内に供給する。このように上記材料を第一のフォーミン
グドラム６０に供給すると、上記材料は、第一のフォーミングドラム６０の窪み６０ｂの
うち第一のリング６１が配置された部分以外の部分に積層される。このようにして、長尺
状の、相互に離間した複数の吸収体（第一の吸収体）を有する第一の吸収層を得ることが
できる。その後、長尺状の第一の吸収層を、所定の間隔で切断することによって、所定の
第一の吸収層を得ることができる。以上のように、第一のリング６１の形状や配置を適宜
設定することによって、所望の第一の吸収層を得ることができる。
【００９６】
　次に、第二の吸収層は、第一の吸収層を製造する方法と同様の方法によって製造するこ
とができる。具体的には、図６に示すように、その外周面６２ａに、所定の間隔で貫通孔
（図示せず）を有する窪み６２ｂが形成された第二のフォーミングドラム６２を用意する
。そして、この第二のフォーミングドラム６２の窪み６２ｂ内に、第二のリング６３を配
置する。その後、上記第一の吸収層の場合と同様にして第二の吸収体を構成するための材
料（例えば、フラッフパルプ及びＳＡＰ）を、第二のフォーミングドラム６２の窪み６２
ｂ内に供給する。このようにして、長尺状の第二の吸収層を得、得られた第二の吸収層を
所定の間隔で切断することによって、所定の第二の吸収層を得ることができる。
【００９７】
　次に、バックシートの材料となる長尺のシート材（バックシート材）を用意し、その表
面に、下側液吸収性シート、第二の吸収層、中間液吸収性シート、第一の吸収層、上側液
吸収性シート、トップシートの材料となる長尺のシート材（トップシート材）の順に積層
させるとともに、トップシート材側から加圧して、各構成要素を接合させる。このとき、
所定の位置に脚周り伸縮材を載置することができる。このようにして、おむつの中間体と
なる積層体（おむつ連続体）を得る。なお、トップシート材は、センターシートに相当す
るトップシート材と、サイドシートに相当するトップシート材の２種類が使用することが
できる。そして、サイドシートに相当するシート材には折り返し部分を設けることによっ
て、立体ギャザーを形成することができる。
【００９８】
　次に、得られたおむつ連続体について、おむつの脚周り開口部に相当する部分を円弧状
に切り抜いて切除（Ｒカット）し、脚周り開口部を形成する。その後、止着テープを付設
し、おむつ連続体を所定の間隔で切断することによってテープ型使い捨ておむつを製造す
ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００９９】
　本発明の吸収性物品は、乳幼児用、または介護を必要とする高齢者や障害者等の成人用
のおむつや、経血を吸収する生理用ナプキン、おりものを吸収するおりものシートなどと
して好適に使用することができる。
【符号の説明】
【０１００】
２：前身頃、４：股下部、６：後身頃、６ａ，６ｂ：側縁、８：サイドフラップ、１２：
止着領域、１５：第一離間領域、１６：第二離間領域、１８：トップシート、１８ａ：セ
ンターシート、１８ｂ：サイドシート、２０：バックシート、２６，２６ａ，２６ｂ：立
体ギャザー、３０：吸収体、３１：第一の吸収層、３１ａ：第一の吸収体、３２ａ，３２
ｂ：中間液透過性シート、３３：第二の吸収層、３３ａ：第二の吸収体、３４：下側液透
過性シート、３５：上側液透過性シート、３６，３６ａ，３６ｂ：立体ギャザー、３８：
第一の溝、３９：第二の溝、４０：脚周り伸縮材、４２：ウエスト周り伸縮材、４４：フ
ァスナー、４４ａ：フック材、４４ｂ：ループ材、４５：フラッフパルプ、４６：高吸水
性ポリマー、４７：接着層、４８：基材、４９：両側縁部の外側の領域、５０：止着テー
プ、５１：起立線、６０：第一のフォーミングドラム、６０ａ：外周面、６０ｂ：窪み、
６１：第一のリング、６２：第二のフォーミングドラム、６２ａ：外周面、６２ｂ：窪み
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、６３：第二のリング、１００：テープ型使い捨ておむつ。

【図１】 【図２】

【図３】
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